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 　 研　 修　 名

◯ Ⅰ 県職員 ◯ Ⅰ 技術職員

◯ Ⅱ 市町村職員 Ⅱ 事務職員

Ⅲ その他（　　　　　　　　） Ⅲ 事務・技術職員

　　研修予定人員（実人員）

8:45

9:00 講義

9:30 講義

10:30 講義

11:30 講義

12:00

13:00 現場

15:30 講義

16:30

・橋梁の基礎知識、点検のポイント及び部材別の損傷と診断に関する説明を行う。

・実際の橋梁で現地研修を行う。

場 所

（災害対策室）

現場

【参考】島根県土木技術職員
　　　　　　研修指針による研修区分

道路維持第１係 南庁舎

（災害対策室）

（災害対策室）

（災害対策室）

道路維持第１係

（災害対策室）

道路維持第１係

南庁舎

南庁舎

南庁舎

部材別の損傷と診断について

30

道路維持第１係橋梁の基礎知識と点検のポイント

受付６月１３日（金）

昼休憩

島根県定期点検要領（案）の概要

現場研修

　（具体的対象者）

橋梁点検及び健全度判定に必要となる知識の習得と橋梁保全に関する意識の高揚を図る。

　　研修の重点項目  及び　変更点 

　損傷図の作成

開始時刻

計

　橋梁の健全度診断

県    職   員

15

研修科目及び主な内容実施日

15

市町村職員

研修方式 講　　　　師

道路維持第１係

橋梁点検実務研修

担　当　者 小林　由加里

主任以下必須研修　　　　　　・　　　　　　係長以上必須研修　　　　　　・　　　　　　選択研修　　　　　　・　　　　　　その他

　　目　　的　

　　職種・対象者　　　（○を記入して下さい）

　　研修担当課名 道路維持課

橋梁全体の診断について 道路維持第１係 南庁舎

研修終了

質疑応答
現場研修講評


